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｢就労移行支援のためのチェックリスト｣の概要 

１ 背景 

障害者自立支援法の施行により、就労移行支援事業者等には、支援対象者が適切な就労

支援サービスを受けることができるよう、支援計画を作成しこれに基づき支援していくこ

とが要請されている。このような背景のもと、障害者職業総合センターにおいては、厚生

労働省の依頼を受け、これまでの研究成果等を活用して、就労移行支援事業所等において

支援対象者が就労支援サービスを受ける諸段階の状態を把握するためのチェックリストを

作成することとした。 

 

２ 目的と性格 

（１）チェックリストは、就労移行支援事業者等が支援計画を作成し支援をすすめていく

に当たって、対象者の現状を把握することにより、支援方法の検討に資することを目的

としている。このため、このチェックリストを使用するには、一定期間の観察が必要と

なる。 

（２）チェックリストは、以下のような性格を有している。 

① 支援計画を作成し推進するための資料となるものである。 

チェックリストは、対象者の就労の可否や就労移行可能性の高低を評価するためのも

のではなく、就労移行支援事業者等が把握した対象者の現状を改善するための支援方法

を考え、実行していく資料となるものである。 

② 対象者の現状を把握するための 1つのツールである。 

就労支援の方策は総合的に判断されるべきものであり、チェックリスト以外に、面接、

検査等が併用されることが必要である。すなわち、対象者の就労支援に当たって、チェ

ックリストで把握された状況は、対象者の障害状況、作業能力、性格等、他の面接や検

査等で把握された事項とあわせて使用するものである。 

 

３ 構成 

（１）支援対象者の現状を把握するための項目として、｢必須チェック項目｣（表 1）と｢把

握しておいたほうがよいチェック項目｣（表 2）に分けられる。 
（２）｢必須チェック項目｣は、次のイ～ハの３つの分野における３４項目についての段階

チェック（5段階(注)または 2段階）とし、さらに、項目によっては低い達成段階の

場合に具体的な状態をチェックする。 

イ 日常生活（11 項目） 

ロ 働く場での対人関係（8項目） 

ハ 働く場での行動・態度（15 項目） 

（注）5段階チェックにおける各段階の達成の目安は、次のとおり。 

① 90～100％ 

② 70～80％程度 
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